
政
令
第
二
八
四
号

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
大
学
等

に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。（

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者
」
を
「
生
計
維
持
者
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者
」
を
「
生
計
維
持
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者

に
つ
い
て
」
を
「
生
計
維
持
者
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
」
に
、
「
生
計
を
維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
」
を
「
生
計
維
持
者
が
地

方
税
法
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者
」
を
「
生
計
維
持
者
」
に
、
「
前
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お



い
て
同
じ
」
を
「
前
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
資
支
給
金
支
給
年
度
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
学

資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
」
を
「
学
資
支
給
金
支
給
年
度
分
」
に
改
め
、
「
合
計
額
」
の
下
に
「
（
当

該
支
給
対
象
者
が
当
該
学
資
支
給
金
支
給
年
度
の
前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
生
計
維
持
者
の
地
方
税
法
第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
給
対
象
者
が
当
該
学
資
支
給
金
支

給
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
十
九
歳
に
達
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
生
計
維
持
者

に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
十
二
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
学
資
支
給
金
が
支
給

さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
」
を
「
学
資
支
給
金
支
給
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係

る
同
法
」
に
、
「
当
該
年
度
分
」
を
「
当
該
学
資
支
給
金
支
給
年
度
分
」
に
改
め
る
。

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
」
を
「
生
計
を
維
持
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
生
計
維
持

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
」
に
、
「
生
計
を
維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
」
を
「
生
計
維
持
者
が
地
方
税
法
」
に



改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
生
計
を
維
持
す
る
者
」
を
「
生
計
維
持
者
」
に
、
「
前
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」

を
「
前
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
授
業
料
等
減

免
が
行
わ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
」
を
「
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
分
」
に
改
め
、
「
合
計
額
」
の
下
に
「
（
当
該
授
業

料
等
減
免
対
象
者
が
当
該
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
の
前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
そ
の
生
計
維
持
者
の
地
方
税

法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
当
該

授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
の
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
十
九
歳
に
達
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
生
計
維
持
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
十
二
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
授

業
料
等
減
免
が
行
わ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
」
を
「
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
」
に
、
「
当
該
年
度
分
」
を
「
当
該
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
分
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
令
和

四
年
十
月
以
後
の
月
分
の
学
資
支
給
金
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
九
月
以
前
の
月
分
の
学
資
支
給
金
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令

和
四
年
十
月
以
後
の
月
分
の
授
業
料
の
減
免
及
び
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
確
認
大
学
等
に
入
学
す
る
者
の
入
学
金
の

減
免
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
九
月
以
前
の
月
分
の
授
業
料
の
減
免
及
び
同
日
前
に
確
認
大
学
等
に
入
学
し
た
者
の
入
学
金

の
減
免
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


